
令和８年２月５日  

環 境 政 策 部 

気 候 危 機 対 策 課 

 

長野県企業局及び生活クラブ生活協同組合・東京等との連携協定の締結について 

 

１ 主旨 

自然エネルギーを通じた自治体間連携及び家庭部門の脱炭素化を促進するため、長野県企

業局及び生活クラブ生活協同組合・東京等と連携協定を締結したことについて報告する。 

 

２ 長野県企業局との連携協定締結について 

（１）これまでの経緯 

 区では、平成２９年度より、長野県企業局が運営する長野県内の水力発電所で発電された

電力を、小売り電気事業者を通じて、区内の保育園・幼稚園、児童館で供給を受けてきた。

また、この電力供給の関係性に基づき、長野県企業局職員の区立保育園訪問や長野県伊那市

産の積み木・長野県公式キャラクターのぬいぐるみ贈与などの交流が行われてきた。 

 このたび、長野県企業局が行う再エネ電源創出や区の公共施設における再エネ確保、区内

の再エネ普及などについて、双方が連携して取り組んでいくための新たな関係性を構築する

ため、長野県企業局と協議の上で、連携協定を締結した。 

 

（２）協定の内容 

※別紙「長野県企業局と世田谷区における再生可能エネルギー活用を通じた連携・協力協定」

のとおり 

【連携・協力事項】 

 区の再エネ確保及び長野県企業局が行う再エネ電源創出 

 区民に対する再エネの普及・啓発、理解促進 

 区民の森林や水資源等の理解促進及び長野県の森林・水資源等の保全・活用 

 

（３）締結日・期間 

 締結日 令和８年１月３０日 

 期 間 令和８年４月１日からの５年間（以降、１年ごとの自動更新） 

 

（４）今後の取組み 

 連携協定をふまえ、長野県企業局と売電契約を行った小売り電気事業者と協議し、再エ

ネ価値に電源開発支援を加味した新たなスキームを構築、区立の保育園・幼稚園・児童

館への安定的な再エネ供給を確保する。 

 区は、買電を通じて、長野県企業局の再エネ拡大を支援する。 

 長野県企業局は、連携協定をふまえ、再エネの新規電源開発や区民への森林・水資源等

の理解促進に関する取組みを実施する。 
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３ 生活クラブ生活協同組合・東京及び２３区南生活クラブ生活協同組合との連携協定締

結について 

（１）これまでの経緯 

 生活クラブ生活協同組合・東京及び２３区南生活クラブ生活協同組合（以下、「生活クラ

ブ生協」という。）は、区内に本部がある生活協同組合で、商品の販売のほか、住宅リフォ

ームや小売り電気事業、太陽光設置事業など暮らしにかかわる様々なサービスを展開してい

る。また、組合員向けに再エネに関する勉強会などを開催している。 

生活クラブ生協では、区内の住宅向けにリースを活用した初期費用がかからない太陽光発

電システムの設置と余剰再エネの地域活用を進めていく事業を実施する。 

 区では、２０３０年温室効果ガス排出量目標の実現のため、最も排出量が大きい家庭部門

を重点対象とした施策推進のため、区内事業者との対話や連携を図っており、今回、この一

環として、生活クラブ生協・東京及び２３区南生活クラブ生活協同組合と連携協定を締結し、

連携して区民への再エネ普及に取り組むこととした。 

 

（２）協定の内容 

※別紙「世田谷区におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定」のとおり 

【連携事項】 

 区内の再生可能エネルギーの創出、導入、利用拡大 

 地域におけるエネルギーの地産地消や有効活用の推進 

 省エネルギーの推進 

 区民への普及・啓発 

 

（３）締結日・期間 

締結日 令和８年２月７日 

期 間 締結日から５年間（以降、１年ごとの自動更新） 

 

（４）今後の取組み 

 令和８年２月７日に連携協定締結を記念し、地域の再生可能エネルギー拡大をテーマと

したフォーラムを開催する。 

 生協クラブ生協のネットワークを活用した広報展開により、行政の手が届きにくい層へ

の脱炭素ライフスタイルの浸透を図る。 

 住宅用太陽光パネルの普及しやすいモデル構築や地産地消ネットワークの活用などに

ついて、知見の共有や連携による新たな取り組みなどを検討する。 
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長野県企業局と世田谷区における再生可能エネルギー活用を通じた
連携・協力協定 

 
長野県企業局（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、
相互に緊密に連携・協力することにより、それぞれの資源や特性を活かした地
域の活性化及び環境課題の解決に寄与することを目的として、連携・協力協定
（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
（趣旨） 

第１条 本協定は、2050 カーボンニュートラルなど持続可能な地域社会の形成
を目指し、次の事項に関し甲及び乙の連携・協力について、必要な事項を定め
るものとする。 
（１）甲が推進する地域に裨益する再生可能エネルギー（水力）の新規電源

開発 
（２）長野県産の再エネ電力の大都市におけるブランド価値向上と再エネ電

気利用の促進 
（３）甲の再エネ電気の発電所周辺地域と世田谷区の連携・交流による両地

域経済の発展 
（４）乙の再エネ電気の安定的な確保 
（５）乙の地域に裨益する再生可能エネルギーの活用 

（６）乙の再生可能エネルギーの導入の促進 
 
（連携・協力事項） 
第２条 甲及び乙は、次の事項について連携・協力するものとする。 
（１）甲が行う再生可能エネルギー（水力）に関する電源の開発、乙の施設
への再エネ電力の供給及び調達に関する事項 

（２）世田谷区民に対する再生可能エネルギーの普及・啓発、理解促進に関
する事項 

（３）世田谷区民に対する地域資源（森林、水資源等）の保全・活用に関す
る事項 

（４）その他、目的の達成に資すると双方が合意した事項 

 
（実施） 
第３条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施や内容について必要な事項
は、その都度甲乙協議の上、別途必要に応じて個別の協定、覚書又は合意書な
どを作成し実施する。 

 
（役割分担） 
第４条 甲及び乙は、相互の対等な関係のもと、それぞれの立場や強みを尊重し
つつ、本協定に基づく取組を円滑に実施するために必要な調整を行うものと
する。 

 

（情報共有） 
第５条 甲及び乙は、本協定に基づく取組の実施に当たり、必要に応じて情報及
び資料の提供、技術的助言などを行うものとする。 
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（協議） 
第６条 本協定に定めのない事項、または本協定に関して疑義が生じた場合は、
甲乙協議の上、円満に解決を図るものとする。 

 
（協定期間） 
第７条 本協定の有効期間は、令和８年４月１日から５年間とする。ただし、期
間満了の６か月前までに甲乙いずれからも申し出がない場合は、更に同一条
件で 1 年間自動的に延長するものとし、以降は 1 年ごとに同様の取り扱いと

する。 
 
 
 
本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名・・印 の

上、それぞれ１通を保有するものとする。 
 
 
 
  令和８年１月３０日 
 

 
 

甲 長野県長野市大字南長野字幅下６９２―２ 
 
長野県企業局 
公営企業管理者  ・       吉沢  正 

 
 
 
 
 

乙 東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
 
世田谷区 
代表者 世田谷区長 ・     ・・保坂 展人 
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